
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る 

令和５年度大分県立高等学校入学者選抜 

特別入学者選抜実施要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県教育委員会 

 



 

令和５年度大分県立高等学校入学者選抜実施要項に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、推薦

入学者選抜、連携型入学者選抜、爽風館特別入学者選抜、帰国・外国人生徒特別入学者選抜及び第一次入学

者選抜を受験できなかった者に対する特別入学者選抜については、本要項の定めるところにより実施する。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により第二次入学者選抜を受験できなかった者に対し

ての対応は実施しない。 

なお、本要項は今後の感染状況の推移や、新型コロナウイルス感染症に関して今後得られる知見、最新の

政府の方針等も踏まえながら変更することもある。 

 

１．特別入学者選抜Ａ 

 

(１) 受験資格 

      推薦入学者選抜、連携型入学者選抜、爽風館特別入学者選抜及び帰国・外国人生徒特別入学者選抜 

(以下「推薦入試等」という。)に出願した者で、次のいずれかの理由により推薦入試等を受験できな

い者。 

① 新型コロナウイルス感染症に感染し、推薦入試等の検査日に入院中又は自宅や宿泊施設において

療養中の者。 

② 新型コロナウイルス感染症陽性者の同居家族等（居住を共にしている者を含む）で、陽性者の発

症日（無症状の場合は検体採取日）または陽性者の発症により家庭内で感染対策を講じた日のい

ずれか遅い方を０日目として、５日間を経過していない者（ただし、令和５年度大分県立高等学

校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した学力検査等実施のガイドラインの２

（２）検査当日⑤の要件をいずれも満たしている場合は、別室において受験することができる） 

③ 新型コロナウイルス感染症予防により、健康状態チェックリスト（別紙）の確認項目に該当する

者など。 

 

(２)  受験できる高等学校及び学科等 

      受験できる高等学校及び学科・部は、推薦入試等に出願した高等学校の同一課程の同一学科・部と

する。 

 

(３)  受験手続 

   ① 中学校長、これに準ずる学校長、義務教育学校長、中等教育学校長（以下「中学校長」とい

う。）の行う手続 

      中学校長は、事前に電話連絡の上、次の書類を作成し、令和５年２月２日(木)午後４時までに、

出願先高等学校長に持参もしくは郵送にて提出すること。 

新型コロナウイルス感染症に係る特別入学者選抜受験願について  (特別様式１号) 

      ・ 過年度卒業者もこの様式を使用すること。 

      ・ 高等学校長は、必要があるときは提出書類の内容について、中学校長に説明を求めること

ができる。 

      ・ 郵送の場合は「簡易書留」とし、期限までに必着のこと。 

      ・ 中学校長は、やむを得ない事情で関係書類を期限までに提出できないときは、県教育委員

会の指示を受けるものとする。 

②  高等学校長の行う手続 

      高等学校長は、提出された書類が適正であると認めたときには、次の書類を作成し、中学校長に

交付する。 

 



 

新型コロナウイルス感染症に係る特別入学者選抜受験許可について (特別様式２号) 

入学考査料領収証明書 

・入学考査料領収証明書は第一次入学者選抜の出願に使用する。 

 

(４) 特別入学者選抜Ａの実施 

    ① 検査日・日程・検査内容等 

 令和５年２月14日(火) ・・・ 各高等学校が推薦入試等で実施する検査と同様 

    ② 検査場 

          検査場は、出願先高等学校とする。 

    ③ 選抜の方法 

         「令和５年度大分県立高等学校入学者選抜実施要項」に準ずる。 

      なお、先に通知した合格内定者と合わせ、募集人員を超えて、合格内定者を決定することができ

るものとする。 

 

(５) 選抜結果の通知及び合格者の発表 

    ① 各高等学校長は、選抜結果について、令和５年２月16日(木)までに中学校長あて、推薦入学者選

抜合格内定通知書(様式６号の１)等を、公文書(様式５号)をもって通知する。 

    ② 合格者の発表は一次入試の合格者発表と同時に行う。 

 

(６) その他 

    ① 特別入学者選抜Ａ受験のための入学考査料は不要とする。 

    ② 一次入学者選抜に出願することができるが、特別入学者選抜Ａで合格内定となった場合は、中学

校長を介して速やかに出願取下げの連絡をすること。 

③ 推薦入試等を一部でも受験した者が、特別入学者選抜Ａを受験する場合は、全ての検査をもう一 

度受験することを原則とする。 

④ （特別様式３号）は受験許可者のあるなしにかかわらず、全ての高等学校が高校教育課長に提出 

すること。また、（特別様式４号）、（特別様式５号）は、（特別様式３号）で受験許可者のあっ 

た高等学校のみ提出すること。 

 

２．特別入学者選抜Ｂ 

 

(１)  受験資格 

      第一次入学者選抜(以下「一次入試」という。)に出願した者で、次のいずれかの理由により一次入

試を受験できない者。 

① 新型コロナウイルス感染症に感染し、一次入試の検査日に入院中又は自宅や宿泊施設において療

養中の者。 

② 新型コロナウイルス感染症陽性者の同居家族等（居住を共にしている者を含む）で、陽性者の発

症日（無症状の場合は検体採取日）または陽性者の発症により家庭内で感染対策を講じた日のい

ずれか遅い方を０日目として、５日間を経過していない者（ただし、令和５年度大分県立高等学

校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した学力検査等実施のガイドライン２

（２）検査当日⑤の要件をいずれも満たしている場合は、別室において受験することができる） 

③ 新型コロナウイルス感染症予防により、健康状態チェックリスト（別紙）の確認項目に該当する

者など。 

 

 



 

 (２)  受験できる高等学校及び学科等 

      受験できる高等学校及び学科・部は、一次入試に出願した高等学校の同一の課程の同一の学科・部

とする。 

 

 (３)  受験手続 

   ① 中学校長の行う手続 

      中学校長は、事前に電話連絡の上、次の書類を作成し、令和５年３月８日(水)午後４時までに、

出願先高等学校長に持参もしくは郵送にて提出すること。 

新型コロナウイルス感染症に係る特別入学者選抜受験願について  (特別様式１号) 

      ・ 過年度卒業者もこの様式を使用すること。 

      ・ 高等学校長は、必要があるときは提出書類の内容について、中学校長に説明を求めること

ができる。 

      ・ 郵送の場合は「簡易書留」とし、期限までに必着のこと。 

      ・ 中学校長は、やむを得ない事情で関係書類を期限までに提出できないときは、県教育委員

会の指示を受けるものとする。 

    ② 高等学校長の行う手続 

      高等学校長は、提出された書類が適正であると認めたときには、次の書類を作成し、中学校長に

交付する。 

新型コロナウイルス感染症に係る特別入学者選抜受験許可について  (特別様式２号) 

 

 (４) 特別入学者選抜Ｂの実施 

    ① 検査日・日程・検査内容等 

令和５年３月23日(木) ・・・ 日程・検査内容は高等学校ごとに定める 

      調査書については、必須とする。 

      その他の選抜の資料は、学力検査、小論文、適性検査及び面接の中から学校ごとに定める。 

                                       （別表１、別表２） 

      ただし、学力検査、小論文、適性検査及び面接の内容については、学校独自に作成する。 

    ② 検査場 

          検査場は、出願先高等学校とする。 

    ③ 選抜の方法 

各高等学校長は、選抜の資料に基づいて総合的に判断し、合格者を決定するものとする。 

         なお、先に発表した合格者と合わせ、募集人員を超えて、合格者を決定することができるものと

する。 

 

(５) 合格者の発表 

     令和５年３月24日(金)までに各高等学校ホームページに合格者の受験番号を掲載、または該当中学

校長に直接連絡する。発表日及び発表時刻は特別入学者選抜Ｂ受験者数等の状況により各高等学校に

て決定し、受験者に連絡する。 

 

(６) 第二次入学者選抜への出願・受験 

     特別入学者選抜Ｂ受験許可者が、第二次入学者選抜(以下「二次入試」という。)に出願し、受験す

ることもできる。 

 

なお、特別入学者選抜Ｂに合格した場合は、中学校長を介して速やかに二次入試に合格した高等学

校に入学の取下げの連絡をすること。 



 

 

 (７) その他 

    ① 特別入学者選抜Ｂ受験のための入学考査料は不要とする。 

    ② 一次入試を一部でも受験した者が、特別入学者選抜Ｂを受験する場合は、特別入学者選抜Ｂの検

査を全て受験することを原則とする。 

③ （特別様式３号）は受験許可者のあるなしにかかわらず、全ての高等学校が高校教育課長に提出

すること。また、（特別様式４号）、（特別様式５号）は、（特別様式３号）で受験許可者のあっ

た高等学校のみ提出すること。 

④ 推薦入試等及び一次入試合格者数に特別入学者選抜Ｂ受験許可者数を加えた数が入学定員以上に

なる場合、当該高等学校の二次入試募集は行わないこととする。 

    ⑤ 特別入学者選抜Ｂに係る入学者選抜結果の口頭による開示請求は「令和５年度大分県立高等学校

入学者選抜実施要項」に準ずるものとし、期間を令和５年３月27日(月)から３月31日(金)とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 
《特別入学者選抜のフロー図》 

 

 

 

推薦入試等

特別入学者選抜Ａ

特別入学者選抜Ｂ

一次入試

YES

必要書類を
提出

NO

２月２日(木)
午後４時まで

特別入学者選抜Ａ受験

特別入学者
選抜Ａ

受験資格者

YES

NO

※２ 同時に、二次入試への出願・受験可能
ただし、特別入学者選抜Ｂで合格となった場合は、
二次入試合格校へ速やかに入学取下げの連絡をすること

YES

必要書類を
提出

二次入試出願可能
NO

３月８日(水)
午後４時まで

特別入学者選抜Ｂ受験

※２

特別入学者
選抜Ｂ

受験資格者

YES

推薦入試等受験

一次入試受験

NO

２月１日(水)
２月２日(木)

２月14日(火)

３月７日(火)
３月８日(水)

３月23日(木)

※１ 同時に、一次入試への出願可能
ただし、特別入学者選抜Ａで合格内定となった場合は、
一次入試出願校へ速やかに出願取下げの連絡をすること

※１

(一次入試に出願する場合)

令 和 ５ 年 度大分 県立高等 学校入学者選抜 出願
（推薦入試等） （一次入試）



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

 
 

健康状態チェックリスト 令和５年度大分県立高等学校入学者選抜

入 試 区 分
( ○ を 付 け る )

受 験 先 高 校

受 験 番 号

氏 名

検 温 結 果※3 （         ．    ）度

欄 確 認 項 目

高熱の症状がある（38.0度以上） □はい □いいえ

息苦しさ（呼吸困難）がある □はい □いいえ

強いだるさ（倦怠感）がある □はい □いいえ

発熱の症状がある（37.5度以上38.0度未満） □はい □いいえ

咳の症状がある □はい □いいえ

咽頭痛がある □はい □いいえ

・Ａ欄で１項目以上、又は、Ｂ欄で２項目以上該当する場合は、当該受験者だけではなく他の受験者や試験監督者等の安
全確保のため、本日の入試を受験することはできません。
・新型コロナウイルス感染症陽性者の同居家族等(居住を共にしている者を含む)で、陽性者の発症日（無症状の場合は検
体採取日）または陽性者の発症により家庭内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として５日間を経過してい
ない者は、Ａ欄及びＢ欄で１項目でも該当又はその他の症状がある場合は、本日の入試を受験することはできません。

入試検査日 ※1

   月    日

A

※1 健康状態チェックリストは
入試検査日ごとに提出してください

※2 推薦入試A・B、連携型入試、爽風館特別入試、帰国・外国人生徒
                                                                             特別入試

※3 発熱の有無にかかわらず、入試検査日当日朝、
        自宅での検温結果を記入してください。

推薦入試等※2 ・ 一次入試 ・ 二次入試 ・ 特別入学者選抜A ・ 特別入学者選抜B

B

確 認 結 果



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問い合わせ先》 

大分県教育庁高校教育課高校改革推進班 

電話 097-506-5617 

  （大分県立高等学校入学者選抜に関するホームページ） 

    https://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/list21490-25125.html 

 
 


